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第１章 総  則 

（名称） 

第１条 本協議会は、東北気仙沼地区造船及び造船関連事業協議会（以下「協議会」という。）という。 

（事務所の所在地） 

第２条 協議会は、主たる事務所を気仙沼市港町５０６番１１号 石川電装株式会社内に置く。 

（目的） 

第３条 協議会は、気仙沼市および南三陸町（以下「気仙沼地区」という。）において、造船及び造船関連工業の

復旧・復興に必要な共同設備の管理及び利用事業を行い、もって地域経済の発展に寄与することを目的とす

る。 

（公告の方法） 

第４条 協議会の公告は、協議会の掲示板に掲示する。 

（規約） 

第５条 この規約で定めるもののほか、必要な事項は、規程で定める。 

 

第２章 事  業 

（事業） 

第６条 協議会は、第３条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

一 協議会の運営 

二 共同設備の利用計画の策定 

三 共同設備の管理 

四 事業報告の作成及び公益財団法人日本財団（以下「日本財団」という。）への提出 

五 その他目的を達成するために必要な事業 

２ 前項第三号に掲げる共同設備の管理に関する事項は、共同設備管理規程で定める。 

 

第３章 会  員 



 

（会員の資格と義務） 

第７条 協議会の会員は、気仙沼地区に事業場を有し造船業及び造船関連事業を行う中小規模の事業者であ

って、会費を納入する者とする。会費の額及び徴収方法については、会計処理規程に定める。 

２ 会員は、本規約及び関連規定の定めるところに従い、協議会の業務の適正な執行に努めるものとする。 

（加入） 

第８条 会員として入会しようとする者は、別紙１「東北気仙沼地区造船及び造船関連事業協議会入会届け」を協

議会に提出し、総会の承諾を得なければ入会することはできない。 

 （届出） 

第９条 会員は、その氏名、住所又は連絡先に変更があったときは、停滞なく協議会に別紙２「氏名・住所変更届」

を提出しなければならない。 

（会員の資格の喪失） 

第１０条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

一 退会したとき 

二 会員である団体が解散し、又は会員である個人が死亡し若しくは失踪宣告を受けたとき 

三 除名されたとき 

（退会） 

第１１条 会員は、別紙３「東北気仙沼地区造船及び造船関連事業協議会退会届」を会長に提出し、退会すること

ができる。 

（除名） 

第１２条 会員が次に掲げる各号に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。こ

の場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

一 この規約に違反したとき 

二 協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 

三 会費を１年以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき 

四 その他除名すべき正当な事由があるとき 

 

第４章 役員等 

（役員の定数及び選任） 

第１３条 協議会に次の役員を置く。 

一 会長 １名 

二 副会長 ２名 

三 監事 １名 

２ 前項の役員は、第７条の会員の中から総会において選任する。 

（役員の職務） 

第１４条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行

う。 

３ 監事は、協議会の業務の執行及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。 

（役員の任期） 

第１５条 役員の任期は、就任後２年目の通常総会の日までとする。但し、再任を妨げないものとする。 



 

２ 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

３ 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務

を行うものとする。 

（役員の解任） 

第１６条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、議会の議決を経て、その役員を解任すること

ができる。 

一 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき 

二 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき 

 

第５章 総  会 

（総会の種別等） 

第１７条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

 ２ 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。 

 ３ 通常総会は、毎年１回以上開催する。 

 ４ 臨時総会は、役員が必要と認めたとき、又は会員現在数の２分の１以上から請求があった場合に開催する。 

（総会の招集） 

第１８条 総会は会長が招集する。 

２ 前条第４項第１号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から３０日以内に総会を招

集しなければならない｡ 

 ３ 総会の招集は、少なくともその開催の７日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を会員に通知し

なければならない。 

（総会の議決方法等） 

第１９条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない｡ 

２ 会員は、総会において、各１個の議決権を有する。 

３ 総会の議事は、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。    

（総会の権能） 

第２０条 総会は、次の各号に掲げる事項を議決する｡ 

一 共同設備の利用計画及び収支予算の設定又は変更に関すること 

二 会費の額及び徴収方法に関すること 

三 事業報告及び収支決算に関すること 

四 その他協議会の運営に関する重要な事項 

（書面又は代理人による議決） 

第２１条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理

人をもって議決権を行使することができる。 

２ 第１９条第３項及び前条の規定の適用については、第１項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席

したものとみなす｡ 

（議事録） 

第２２条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。 

一 開催日時及び開催場所 



 

二 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第２１条第１項により当該総会に出席したとみなされた者

の数及び当該総会に出席した会員の氏名 

三 議案 

四 議事の経過の概要及びその結果 

五 議事録署名人の選任に関する事項 

３ 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちから、その総会において選任された議事録署名人２

名以上が署名押印しなければならない。 

４ 議事録は、第２条の事務所に備え付けておかなければならない｡ 

 

第６章 分科会 

（分科会の設置等） 

第２３条 会長が必要と認めたときは、特定の設備の管理のための分科会を設置することができる。 

２ 会員は、分科会に所属しようとするときは、書面にて会長にその旨申し出なければならない。 

３ 分科会の会長は、分科会に所属する会員のうちから選出する。 

４ 分科会は、必要に応じ会長が招集する。 

（分科会の権能） 

第２４条 次の各号に掲げる事項は、分科会において協議する。 

一 総会の議決した事項の執行に関すること。 

二 設備の共同管理に関すること。 

三 その他分科会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 

第７章 規  程 

（業務の執行） 

第２５条 協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次の各号に掲げる規程によ

る。 

一 共同設備管理規程 

二 会計処理規程 

三 その他必要な規程 

（諸規定の制定・改廃） 

第２6 条 諸規程については、総会の議を経て、会長がこれを制定・改廃する。 

（書類及び帳簿の備付け） 

第２７条 協議会は、第２条の事務所に、設立日以後三ヶ月以内に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けて

おかなければならない。 

一 協議会規約及び帳簿 

二 役員等の氏名及び住所を記載した書面 

三 その他前条各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿 

 

第８章 会  計 

（事業年度） 

第２８条 協議会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日とする。 



 

（資金） 

第２９条 協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。 

一 日本財団助成金（以下「助成金」という。） 

二 会費 

三 その他の収入 

（資金の取扱い） 

第３０条 協議会の資金の取扱方法は、会計処理規程で定める。 

（助成金の申請及び日本財団への報告） 

第３１条 会長は、協議会の代表幹事として助成金の申請を行うとともに、事業報告書及び会計処理規程で定める

財務諸表を日本財団に提出しなければならない。 

 

第９章 規約の変更及び解散 

（規約の変更） 

第３２条 この規約は、総会において出席者の４分の３以上の議決を経て、変更することが出来る。 

（解散） 

第３３条 協議会は、総会において出席者の４分の３以上の議決を経て、解散することが出来る。 

（残余財産の処分） 

第３４条本協議会が解散の時に有する残余財産のうち、日本財団の助成を得て取得した財産を処分又は譲渡しよ

うとする場合は、日本財団の助成契約書の規程に従う。 

 

 

附 則 

１ この規約は、平成２３年７月２８日（以下「設立日」という。）から施行する。 

２ 本協議会の設立当初の役員は、第１３条２項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は第１５条第１項

の規定にかかわらず、平成２５年の通常総会の開催日までとする。 

３ 本協議会の設立初年度の事業年度は、第２７条の規定にかかわらず、設立日に始まり平成２４年３月３１日に終わるものとす

る。 

 


